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第４章　ジョルダン国観光施設建設事業実施設計調査予備調査第４章　ジョルダン国観光施設建設事業実施設計調査予備調査第４章　ジョルダン国観光施設建設事業実施設計調査予備調査第４章　ジョルダン国観光施設建設事業実施設計調査予備調査第４章　ジョルダン国観光施設建設事業実施設計調査予備調査

４－１　調査の背景

　ジョルダン国では、観光産業は重要な外貨獲得産業として位置づけられている。同産業を育成

することにより、今後見込まれる観光需要の増加に対応して外貨獲得増をめざすため、博物館や

ビジターセンターなどの観光客の受入れ施設、アクセス道路、周辺の環境や景観並びに観光情報

サービスの整備などに関して、JICAの開発調査が行われた（1996年２月終了）。その後、OECF

のSAPROF（1996年12月から1997年３月まで）の実施及びOECF審査ミッションの派遣（1997

年11月、M/D署名）がなされ、これら調査等を通じ、次の６つの優先プロジェクトが提案された。

　本件は、６つの優先プロジェクトについて実施設計（入札図書（案）の作成を含む）を行うこ

とを目的とする。

①アンマン・ダウンタウン観光ゾーン

②国立博物館

③死海パークウェイ

④死海展望台コンプレックス

⑤カラク観光開発

⑥サルト歴史景観地区プロジェクト

４－２　団員構成

氏　　名 担当業務 所　　　属
松浦　正三
田邉　輝行
武藤　亜子

団　　長
事業実施
開発調査

国際協力事業団社会開発調査部次長
海外経済協力基金開発企画部参事
国際協力事業団社会開発調査部計画課職員
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４－３　調査日程

４－４　主要面談者

(1) ジョルダン側

JORDANIAN SIDE

　Ministry of Tourism and Antiquities

　　H. E. AKEL BILTAJI Minister

　　H. E. ALIA HATOUGH BOURAN Secretary General

　　DR. A. ABU-AYYASH Executive Manager (PMU)

　　FISAL AL QUDAH Deputy Director General

(Department of Antiquities)

　Ministry of Public Works and Housing

　　ABDELMAJID KABAPITI Assistant Secretary General

　　IMAN RAMALI Head of Geometric Design Section

　Ministry of Planing

　　ENG. BNITTA SAAD Head of Tourism Projects

　　DR. NAEL ALHAJAJ Deputy Director of Bilateral Cooperation

Department

　Greater Amman Municipality

　　ENG. ABDAL RAHIM F. BOUCAI Deputy Mayor

　　ENG. SHEHADEH ABUHDEIB Consultant for Mayor

月　　日 日　　　程
11 月 24 日(火)

25 日(水)

26 日(木)
27 日(金)

28 日(土)

29 日(日)

30 日(月)

アンマン着
JICA事務所打合せ
観光省表敬（観光大臣）
計画省表敬（次官補）
アンマン市表敬（副市長）及び博物館候補地視察
大使館表敬（大使、田中書記官同席）
プロジェクトサイト視察（サルト、死海、カラク）
プロジェクトサイト視察（アンマン・ダウンタウン及びバスターミナル）
団内打合せ
関係省庁と S/W案及びM/M案にかかる協議
（協議参加者は M/M 記載の出席者リストのとおり）
計画省表敬（大臣）
S/W及びM/M署名
大使館及び JICA事務所へ報告
田邉団員出発
調査団出発
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　Karak Municipality

　　DR. AHMAD MAHADEEN Mayor

　Karak Development Corporation (KDC)

　　SABER ALJWAINEH Director of KDC

　　EMAD SUHIMAT Architect (Engineer)

　Salt Municipality

　　ENG. MOHAMMAD HIASSAT Architect (Engineer)

　　LINA ABU-SALIM Architect (Engineer)

　　SALAH ADDIN SALAH Director of Engineering Department

　　ABDEL RAHMAN HIARI General Director

　Salt Development Corporation (SDC)

　　JAWAD BANNA Director of SDC

JAPANESE SIDE

　Preparatory Study Team

　　Mr. Shozo MATUURA Deputy Managing Director, Social Development

Study Department, JICA

　　Mr. Teruyuki TANABE Senior Advisor, Project Development

Department, OECF

　　Ms. Ako MUTO Staff, Planning Division, Social Development

Study Department, JICA

　JICA Jordan Office

　　Yoshio YABE Resident Representative

　　Masaaki IWAI Assistant Resident Representative

(2) 日本側

在ジョルダン日本大使館

　松本　紘一 特命全権大使

　田中　聖也 二等書記官

JICAジョルダン事務所

　安部　義夫 所長

　岩井　雅明 所員
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４－５　協議概要

(1) 今回予備調査の目的の一つとしては、OECF連携D/Dに係る枠組みの説明及び先方の進捗

状況を確認することであったが、OECFローンに係るE/Nについては先方の内部手続はほぼ

完了していること、及び本D/D調査に係る瑕疵担保免責についての口上書交換も、先方サイ

ドにて迅速な検討、手続が行われていた。

(2) このような状況において、観光省を中心とするプロジェクトマネジメントユニット（PMU）

は、累次の会合をもって一刻も早い実施を望んでいた。以上の経緯を踏まえて行われた、当方

提示の S/W案及びM/Mに係る協議結果は次のとおりである。

１）S/Wの署名

　在ジョルダン日本大使館より口上書が発出されて間もないため、口上書交換を前提とする

S/Wの署名は、調査団帰国後でも差し支えないことを説明したが、先方観光省は是非とも調

査団滞在中の署名が不可欠と主張し、大使館、計画省と協議。最終的には S/W署名に至っ

た。観光省としては、本プロジェクトの省庁間の確執もあり、一刻も早くD/Dの実施を確

保したい意向があったようである。

２）サブプロジェクトごとのカテゴリー分け

　先方が実施の着手を急いでいることにもかんがみ、①サブプロジェクトの性格からD/Dに

ただちに着手すべきもの、②先方のサブプロジェクト以外の関係者のコンセンサスを必要と

するものに分けた旨説明した。しかし、上記①のサブプロジェクトの関係者の要望により、

最終的には、期間の差はあるものの、すべてのサブプロジェクトについてDefinitive Plan

を作成することとした。

３）先方のカウンターパート組織

　当方案としては、先方からのD/D要請書の記載に沿って明記したものの、先方はOECF

審査ミッション時に確認した文言が公的に認知したものと主張。D/Dとローンの枠組みとの

違いに言及したものの、先方の内部事情を考慮し、PMUが本調査のカウンターパート機関

である文言を担保して修正に応ずることとした。

４）成果品の部数

　先方は関係機関が多岐に渡るため、部数増を要望した。当方としても技術的なドキュメン

トが多数必要とは思われないこと、運搬の困難さをあげたが、先方の受入れるところとなら

ず、部数増に応ずることとした。

５）先方の負担・便宜供与事項

　先方は、これまでの調査での運用上の措置の実績を基に、医療費控除などの負担はできな

い旨主張した。当方より、実施設計とはいえ単なるコンサルタントの提供ではなく技術協力

の枠組みにより行われることから、当方案を主張したが、最終的には日・ジョ技協協定に盛
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られることを説明し、先方の理解を得、同協定を追加記載することとした。

(3) 結論

　今次調査において、先方の対応は非常に積極的であり、「瑕疵担保免除」についても、当方

の説明に迅速に対応するところがあった。また、OECFローンについても、アジアの経済危機

対応といった日本にとっても深刻な状況下で中東のジョルダンに協力を行うことにつき、高く

評価するところがあった。

　また、関係機関の会合においても、地方の実施機関は実施の枠組みなどの理解が行き届かな

いこともあるが、大アンマン市、観光省に加え公共事業省も協力的であり、観光省のイニシア

ティブにより機能が活発化されれば、D/D調査の実施は円滑に行われると思われる。

(4) その他M/M記載事項

１）本格調査の早期開始

　先方は実施の着手を急いでいることもあり、早期の本格調査開始を要望したので、その旨

M/Mに記載した。

２）ローカルコンサルタントの活用

　本格調査時には建築デザインや道路設計の際の自然条件などを鑑み、可能な限りローカル

コンサルタントを活用する旨の要望が出された。調査団は可能な限り対応する旨を伝え、以

上についてM/Mに記載した。

３）先方の負担・便宜供与事項

　先方の負担が困難な旨表明されたことを、M/Mに記載した。

４）役務提供コンサルタントの派遣

　１月上旬～中旬にかけて、３名の役務提供コンサルタントが現地調査を行う。同コンサル

タントに対する協力及び情報提供を、ジョルダン側に依頼。先方合意の上、その旨M/Mに

記載した。



－88－



－89－

第４章　資料第４章　資料第４章　資料第４章　資料第４章　資料

１．Scope of Work

２．Minutes of Meeting

３．関連記事































第５章　ヴィエトナム国紅河橋第５章　ヴィエトナム国紅河橋第５章　ヴィエトナム国紅河橋第５章　ヴィエトナム国紅河橋第５章　ヴィエトナム国紅河橋（（（（（タタタタタイイイイイ
　　　　ンチ橋）　　　　ンチ橋）　　　　ンチ橋）　　　　ンチ橋）　　　　ンチ橋）及びカントー橋建設及びカントー橋建設及びカントー橋建設及びカントー橋建設及びカントー橋建設
　　　計画実施設計調査予備調査　　　計画実施設計調査予備調査　　　計画実施設計調査予備調査　　　計画実施設計調査予備調査　　　計画実施設計調査予備調査
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第５章　ヴィエトナム国紅河橋第５章　ヴィエトナム国紅河橋第５章　ヴィエトナム国紅河橋第５章　ヴィエトナム国紅河橋第５章　ヴィエトナム国紅河橋（（（（（タタタタタイイイイインンンンンチチチチチ橋橋橋橋橋）））））及び及び及び及び及び
　　　　カントー橋建設計画実施設計調査予備調査　　　　カントー橋建設計画実施設計調査予備調査　　　　カントー橋建設計画実施設計調査予備調査　　　　カントー橋建設計画実施設計調査予備調査　　　　カントー橋建設計画実施設計調査予備調査

５－１　調査の背景

(1) 紅河橋（タインチ橋）

　ハイノ市及びその周辺地域では地域開発が急速に進行しており、これに伴って首都圏への流

入交通量、通過交通量は著しく増加してきている。しかしながら、幹線道路を含めて同地域で

の道路網の整備が遅れているために、沿線では交通渋滞や環境の悪化が深刻な問題となってい

る。現在、紅河に架かる２本の橋梁（ロンビエン、チュオンドン）はいずれも老朽化が著し

く、急増する交通量に対応できない状態であり、また外郭環状道路がないために、国道１号線

及び国道５号線の交通量が直接ハノイ市内に流入する状況にある。

　我が国は、ヴィエトナム国政府の要請に基づき、1996年より「ハノイ市都市交通計画調査」

によりハノイ市内の交通マスタープラン（M/P）を計画し、1997年より「タインチ橋建設計画

調査」F/Sを実施して、市内をバイパスするタインチ橋及び環状３号線南側区間（国道１号線

と５号線を接続する区間）のプロジェクト計画内容及び事業化の可能性について検討を行って

きた。また、同 F/Sの結果を受けて、1998年 10月にはOECF審査ミッションが派遣された。

　本D/D調査は、同 F/Sの結果を踏まえ、同国政府の要請により、タインチ橋及び環状３号

線南側区間の新設に係る実施設計を行うものである。

(2) カントー橋

　ヴィエトナム国は、国道１号線の整備を道路セクターにおける最優先課題として位置づけ、

2010年を目標に改修事業を実施中である。現在、道路区間の改良事業は世界銀行の援助によ

り、また橋梁（19橋）の架替事業を円借款により実施している。

　同国最大の経済圏であるホーチミン市より以南の区間ではメコン川の横断をフェリーボート

に頼っている。カントー市はホーチミン市の南西167㎞に位置し、メコンデルタ地域での農産

物集積地として最も重要な都市である。ホーチミン～カントー区間は近年交通量が増大してい

るが、フェリーによる渡河が交通上のボトルネックとなっている。メコン川渡河地点のうち、

ミトゥアンではオーストラリア政府の援助により1997年から橋梁建設が開始されており、2000

年６月には竣工予定である。残るカントー渡河地点で橋梁が建設されれば、中国との国境地域

よりメコンデルタまで同国を縦貫する国道１号線が完成するとともに、メコンデルタ地域の社

会経済の発展が促進されることとなる。

　我が国は同国政府の要請に基づき、1997年より「カントー橋建設計画調査」（F/S）を実施

し、プロジェクト計画及び事業化の可能性を検討してきた。
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　本D/D調査は同 F/Sの結果を踏まえ、同国政府の要請によりカントー橋の新設に係る実施

設計を行うものである。

５－２　団員構成

　※OECF団員は現地合流

５－３　調査日程

５－４　主要面談者

(1) 交通運輸省（MOT）

　Nguyen Viet Tien 副大臣

　Pham Quang Tuyen 副大臣

　Tran Doan Tho 計画投資局局長

　Nguyen Thanh Hang 計画投資局技師

　Nguyen Trong Phu 科学技術局技師

(2) プロジェクト管理ユニット（PMU）Thang Long（紅河橋C/P）

　Tran Trung Tru 局長

　Giang Thi Phuong 計画部部長

氏　　名 担当業務 所　　　属 派 遣 期 間
青木　眞
木藤　耕一

早川　友歩
堀江　正人
小川　重徳
樋口　ホア

総　　括
副総括／
調査企画
協力政策
事業実施
借款調査
通　　訳

JICA 社会開発調査部計画課長
JICA 社会開発調査部社会開発調査部
社会開発調査第一課副参事
外務省経済協力局開発協力課調査員
OECF 業務一部業務四課金融調査員
OECF 開発企画部開発企画課課長代理
(財)日本国際協力センター研修監理員

98.12. 8-98.12.17
98.12. 6-98.12.16

98.12.13-98.12.16
98.12. 8 及び 12.14-15
98.12.14-98.12.15
98.12. 6-98.12.16

月　　日 日　　　程
12 月７日(月)

８日(火)
９日(水)

10 日(木)
11 日(金)
12 日(土)
13 日(日)
14 日(月)

15 日(火)

JICA事務所、OECF事務所表敬、MOT表敬
PMU Thang Longとの S/W協議
PMU Thang Longとの S/W協議
JICA事務所打合せ、日本大使館表敬、MPI表敬
PMU Thang Longとの S/W協議
ホーチミンへ移動、PMU My Thuanとの S/W協議
PMU My ThuanとのM/M協議
現地踏査（カントー橋）
ハノイへ移動、団内打合せ
MOT及び両 PMUとの S/W及びM/M合同協議
S/W及びM/M署名交換
JICA事務所、OECF事務所、大使館への報告
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　Vu Hoc Le 上級専門家

　Trinh Thi Bich Van 技師

(3) プロジェクト管理ユニット（PMU）My Thuan（カントー橋C/P）

　Le Long Dinh 局長

　Do Ngoc Dung 副局長

　Doan Quang Hung 副局長

　Nguyen Anh Tuan 計画部部長

　Nguyen Xuan Hiep 橋梁部部長

　Duong Thi Tram Anh ハノイ支所長

(4) 計画投資省（MPI）

　Ngyen Ngoc Nhat インフラ局局長

　Vu Van Huy インフラ局上級専門家

(5) 在ヴィエトナム国日本大使館

　宮原　信孝 参事官

　宮崎　祥一 一等書記官

(6) JICAヴィエトナム事務所

　地曳　隆紀 所長

　畠山　敬 次長

　菊地　和彦 所員

　Do Kim Diep ローカルスタッフ

(7) OECFハノイ駐在員事務所

　広田　幸紀 首席駐在員

　中館　克彦 駐在員

　杉本　聡 駐在員
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５－５　協議概要

(1) 連携D/D調査の枠組みについて

　S/W協議に先立ち、MOT及び各PMUに対し、以下の点を中心として本件枠組みに関する

説明を行った。

①本調査は、M/P及びF/Sと同様にJICAの開発調査として実施されるものであり、円借款

事業のように先方政府機関が発注者となるものではない。

②本調査により実施される実施設計分以外のコンサルティングサービス（入札補助、施工監

理）については、従来どおり円借款事業によるものである。

③瑕疵担保責任について、日本側はその責任を負わない旨、口上書とS/Wで確認する。

④本D/Dの実施範囲は次のとおりとする。

・調査の範囲はDraft Tender Documents作成までとする。

・住民移転、土地収用、EIAに係る計画の策定及び費用積算はJICAで行うが、行政的対

応は先方政府が責任をもって行う。

　先方は一応の理解を示したものの、一部円借款におけるD/Dとの相違点を十分に把握でき

ていない面もあり、例えば、各PMUからは本格調査において事業計画予定地を示す境界杭を

設置してほしい、越側が独自にコンサルタントと契約して成果品の審査を行いたいとの要望が

出された。

　境界杭の設置に関しては、調査団からは、住民移転及び用地買収といった機微に触れる問題

であるため、ヴィエトナム側の実施が原則であること、事業実施に係る作業は本格調査の範囲

外であることを説明し了解を得た。ただし、先方は用地取得を早期にかつ円滑に進めたいとの

強い意向を示し、本格調査開始後６か月目までには概略の占用面積（仮説及び永久占用）を算

出してほしいと要望した。調査団は、占用面積の算定は詳細設計前の基本設計の中で対応可能

と思われるものの、工程上の可否について、最終的には１月に派遣する役務コンサルタント団

員の調査結果をもって検討する意向である旨伝えた。

　ヴィエトナム側が審査用のコンサルタントを傭上したいという背景には、特にカントー橋の

場合は設計予定である斜張橋についてヴィエトナム側に経験がないことから、ヴィエトナム側

でのチェックが十分に行えないとの懸念が働いたと考えられる。この点に関しては、D/Dの実

施に際し、OECFの全面的支援を得る体制にあることに加え、JICAが技術評価審査のコンサ

ルタントを別途契約し、ヴィエトナム側に提出する前に本格調査団の成果品のチェックを行う

予定であること、また、月報の提出により進捗状況と成果品の確認をヴィエトナム側との緊密

なコミュニケーションの下で行うことを説明した。先方は、技術移転の一層の促進を図るため

にセミナー実施を要望し、調査団はその旨本部へ伝えると回答した。なお、技術移転について

は、MOT副大臣からも強い要望があった。
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　調査団からは、今回の調査は技術協力スキームの中で実施されるものであり、ヴィエトナム

側カウンターパートの協力、ヴィエトナム側のオーナーシップが重要であることを繰り返し強

調し、先方もこの点については十分な理解を示した。なお、両案件ともに瑕疵担保責任につい

ては、施工監理などとの関係も含め説明を行った結果、特に異論は生じなかった。

(2) S/W署名について

　12月８日に円借款のプレッジがなされ、11日には在ヴィエトナム日本大使館とMPIとの間

で瑕疵担保責任に係る口上書交換が行われたため、予備調査団長がS/W及びM/Mの署名交換

を行った。署名の模様は現地報道機関により新聞、テレビのメディアを通じて報道された。

(3) その他の特記事項

①両案件ともに、今回の対象プロジェクトの設計については、先行実施したF/Sでの提案ど

おりの橋梁位置、形式等とすることで合意を得たが、先方からは周辺環境との調和に十分

配慮した設計を行ってほしいとの要望があった。

②紅河橋では、河川内に構造物（橋脚等）を設置することで生じる水理・水文上の影響につ

いてモデル実験での検証を行ってほしいとの強い要望があったが、河川管理者である農業

省とMOTとの間で特に協議はなされておらず、必要な検討条件や判断基準が不明である

こと、にもかかわらず大規模な実験（物理実験及びコンピューターモデル実験）を想定し

ていたことから、同要請は今回の調査のスコープを越えるものであると調査団からは主張

した。結果的には１月のコンサルタント団員との協議結果をもって判断することで決着し

たものの、仮に実施するとした場合、農業省との協議を必要とすること、12か月という限

られた調査期間であることから、慎重に対応すべきと考えられる。

③成果品のうち、レポートについてはヴィエトナム語版の要約版、入札図書のうち

instruction to Biddersのヴィエトナム語版を作成してほしいとの要望が再三再四あった。

ヴィエトナム語版のチェックは日本側ではできないこと、作成しても英語版が正式である

旨を確認した。

④執務室の確保はヴィエトナム側の予算不足により対応できないため、日本側で負担してほ

しいとの要望があった。

⑤不発弾処理については、F/S時と同様に調査及び処理費用はヴィエトナム側負担とするこ

とで合意した。

⑥協議の途中で円借款のパッケージを変更したいとの要望もあったが、最終的にはOECF審

査ミッションのM/D（Minutes of Discussions）どおりとすることで合意がなされた。

⑦ローカルコンサルタントの活用要望については、一般的にD/Dでは同活用が多いこと、ま
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た１月派遣の役務コンサルタントによる業務の一つとして、再委託可能なローカルコンサ

ルタントの調査を行うので、その際、十分な情報提供願いたい旨回答した。

５－６　本格調査への提言

(1) 本格調査の基本方針

　今回の対象プロジェクトである紅河橋、カントー橋建設計画はヴィエトナム国の主要地域に

おける交通問題を解決するばかりではなく、同国及びプロジェクト対象地域における社会・経

済に対して高いインパクトをもつプロジェクトとして期待されている。本格調査では円借款の

パッケージごとに橋梁、取付道路、住民移転先のインフラ施設などに関する実施設計を行う

が、予備調査におけるヴィエトナム側との協議結果を踏まえると、本格調査を実施する上での

基本方針は次のように考えられる。

１）本格調査の進捗管理

　OECFとの連携案件であることにかんがみ、予定どおりの調査期間、調査工程での実施と

するよう十分配慮する必要がある。住民移転及び用地買収等、ヴィエトナム側の履行事項が

本格調査及び円借款の全体スケジュールに影響しないように、本格調査団から側面支援を

行っていくことが重要である。特にPMU Thang Longは今回のような規模のプロジェクト

の実施経験がないため、調査の進め方、調査手法、調査工程などを十分説明し、いつまでに

何を終えている必要があるのかについて IC/Rの段階で理解させることが必要である。

２）技術移転及び成果品の承認

　PMU Thang Longにとっては初めての大規模プロジェクトであり、PMU My Thuanに

とってはヴィエトナム国初の斜張橋を実施することになることから、ヴィエトナム国は今回

の調査を通じての技術移転に非常に強い要望を有している。このため、調査業務を通じた技

術移転のみならず、各レポート提出時に合わせたセミナーの開催や、必要に応じてカウン

ターパートを中心としたワークショップを行うことが望ましいと考えられる。また、今回の

調査では月報を作成して調査実施過程での成果品に先方の承認を得ていく必要があるが、こ

れら成果品に対するヴィエトナム側の承認が、場合によっては調査工程のクリティカルポイ

ントになる可能性がある。成果品に対するヴィエトナム側コメントには速やかに対応するこ

とが重要である。

３）社会／環境影響への配慮

　プロジェクト実施に伴う対象地域における社会影響、環境影響に対しては、十分な配慮が

なされなければならない。両案件ともにプロジェクト規模が大きく住民移転を生じるため、

ヴィエトナム側は用地取得に係るステアリングコミッティを別途設置する予定であり、同コ

ミッティでの検討状況について随時情報収集を行うことが必要である。また、環境影響評価
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については、F/S時に既に科学技術環境省の認可を得ているが、ヴィエトナム国の環境関連

法規は常にアップデートされる可能性があり、関係機関との十分な協議を踏まえたものとす

る必要がある。
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